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［ハートワン］フリーローンおよび［ハートワン］デンタルローンに関する規約改定のお知らせ 

 

2025年 3月 31日をもって、「［ハートワン］フリーローン規約」、「［ハートワン］デンタルローン規約」およびこれら商品に関する「個人

情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項」を改定いたします。改定箇所は以下のとおりです｡ 

 

■ ［ハートワン］フリーローン規約 新旧対照表 

改定前 改定後 

第 5条（繰上返済） 

 略 

＜繰上返済をご希望される場合の連絡先＞ 

 ハートワンローンデスク 

 東京：03-5996-9132 大阪：06-7709-8142 

 （10:00～18:00 日曜日休） 

 

第 15条（業務委託） 

乙は、乙が必要と認めるときは、融資後の債権管理業務の一

部については株式会社クレディセゾンその他第三者に委託

し、また融資後の債権管理業務の一部についてジェーピーエ

ヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、甲は、当該業

務委託先が本委託内容に必要な範囲で甲の個人情報を取扱

うことについて予め同意するものとします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

〒540-0031 

大阪府大阪市中央区北浜東 4-33 北浜 NEXUビル 9F 

TEL：06-6944-0900 

貸金業者登録番号 近畿財務局長 第 00803号 

日本貸金業協会会員 第 001319号 

 

第 5条（繰上返済） 

 略 

＜繰上返済をご希望される場合の連絡先＞ 

 ハートワンローンデスク 

 東京：03-5996-9132 大阪：06-7709-8142 

 （9:00～17:00 １月１日休） 

 

第 15条（業務委託） 

乙は、乙が必要と認めるときは、融資後の債権管理業務の一

部については株式会社クレディセゾンその他第三者に委託

し、また融資後の債権管理業務の一部についてセゾン債権回

収株式会社に業務委託します。なお、甲は、当該業務委託先

が本委託内容に必要な範囲で甲の個人情報を取扱うことにつ

いて予め同意するものとします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

〒540-0031 

大阪府大阪市中央区北浜東 4-33 北浜 NEXU ビル 9F 

TEL：06-6944-0900 

貸金業者登録番号 近畿財務局長 第 00803号 

（削除） 

【下線部は改定部分を示します｡】 
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■ ［ハートワン］デンタルローン規約 新旧対照表 

改定前 改定後 

第 6条（繰上返済） 

（1） 略 

（2） 繰上返済を希望する場合の連絡先 

 ハートワンローンデスク 

 東京：03-5996-9132 大阪：06-7709-8142 

 （10:00～18:00 日曜日休） 

 

第 17条（業務委託） 

当社は、当社が必要と認めるときは、融資後の債権管理業務

の一部を株式会社クレディセゾン及びジェーピーエヌ債権回

収株式会社その他第三者に業務委託します。なお、債務者

は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲で債務者の

個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

〒541-0051 

大阪府大阪市中央区備後町 1丁目 5－2 

TEL：06-6229-7240 

貸金業者登録番号 近畿財務局長 第 00803号 

日本貸金業協会会員 第 001319号 

 

第 6条（繰上返済） 

（1） 略 

（2） 繰上返済を希望する場合の連絡先 

 ハートワンローンデスク 

 東京：03-5996-9132 大阪：06-7709-8142 

 （9:00～17:00 １月１日休） 

 

第 17条（業務委託） 

当社は、当社が必要と認めるときは、融資後の債権管理業務

の一部を株式会社クレディセゾン及びセゾン債権回収株式会

社その他第三者に業務委託します。なお、債務者は、当該業

務委託先が本委託内容に必要な範囲で債務者の個人情報を

取扱うことについて予め同意するものとします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

〒540-0031 

大阪府大阪市中央区北浜東 4-33 北浜 NEXU ビル 9F 

TEL：06-6944-0900 

貸金業者登録番号 近畿財務局長 第 00803号 

（削除） 

 

【下線部は改定部分を示します｡】 
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■ 個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項 新旧対照表 

改定前 改定後 

第 4条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（１）（２） 略 

（３）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話

番号、登録情報、および登録期間は下記のとおりです。また、

本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利

用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとしま

す。 

株式会社シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法

に基づく指定信用情報機関） 

〒160-8375 

東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階 

お問い合わせ先 0120-810-414 ホームページアドレス 

http://www.cic.co.jp/ 

［登録情報］ 

略 

［登録期間］ 

略 

株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定

信用情報機関） 

〒110-0014 

東京都台東区北上野 1丁目 10-14 

住友不動産上野ビル 5号館 

お問い合わせ先 0570-055-955 

ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/ 

［登録情報］ 

略 

［登録期間］ 

略 

 

第 4条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（１）（２） 略 

（３）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話

番号、登録情報、および登録期間は下記のとおりです。また、

本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利

用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとしま

す。 

株式会社シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法

に基づく指定信用情報機関） 

（削除） 

 

お問い合わせ先 0120-810-414 ホームページアドレス 

http://www.cic.co.jp/ 

［登録情報］ 

略 

［登録期間］ 

略 

株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定

信用情報機関） 

（削除） 

 

 

お問い合わせ先 0570-055-955 

ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/ 

［登録情報］ 

略 

［登録期間］ 

略 

 

【下線部は改定部分を示します｡】 
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